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               入  札  公  告  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 本 案 件 は 、 競

争 参 加 資 格 確 認 の た め の 証 明 書 等 （ 以 下 ､｢証 明 書 等 」

と い う ｡)の 提 出 、 入 札 及 び 契 約 を 電 子 調 達 シ ス テ ム

（ Ｇ Ｅ Ｐ Ｓ ） で 行 う 対 象 案 件 で す 。  

な お 、 本 入 札 に 係 る 落 札 者 の 決 定 及 び 契 約 締 結 は 、

当 該 調 達 に 係 る 令 和 ７ 年 度 予 算 （ 暫 定 予 算 を 含 む 。 ）

が 成 立 し 、 予 算 示 達 が な さ れ る こ と を 条 件 と す る も の

で す 。  

   

 令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日  

分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官  

  関 東 地 方 整 備 局  

鬼 怒 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所 長  太 田  敏 之  

 

１  調 達 内 容  

 (1 )  業務件名 

Ｒ ７ 鬼 怒 川 ダ ム 船 舶 保 守 業 務  

（電子調達システム対象案件） 

 (2 )  調 達 案 件 の 仕 様 等  
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   本 業 務 の 概 要 は 、 以 下 の と お り と す る 。  

・ 船 舶 保 守 点 検 業 務  一 式  

 (3 )  履 行 期 間  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で  

 (4 )  履 行 場 所  

栃 木 県 日 光 市 川 治 温 泉 川 治 295－ １  

五 十 里 ダ ム 管 理 支 所 他 ３ 箇 所  

 (5 )  入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載

さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100 分 の 10 に 相 当 す る 額

を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 と す

る ｡)を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費

税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税

事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金

額 の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載

す る こ と 。  

  入 札 回 数 は 原 則 ２ 回 を 限 度 と す る が 、 場 合 に よ

っ て は ３ 回 目 を 執 行 す る こ と が あ る 。  

な お 、 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 予 算 決 算 及 び 会

計 令 第 99 条 の ２ に 基 づ く 随 意 契 約 に は 移 行 し な い 。  
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 ( 6 )  電 子 調 達 シ ス テ ム （ Ｇ Ｅ Ｐ Ｓ ） の 利 用   

  ①  電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 参 加 を 希 望 す る 場

合 は 、 電 子 証 明 書 を 取 得 し て い る こ と 。  

  ②  電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は 、 証 明 書

等 と と も に 紙 入 札 方 式 参 加 願 及 び 紙 契 約 方 式 承 諾

願 を 提 出 す る こ と 。  

２  競 争 参 加 資 格  

 (1 )  入 札 参 加 者 に 要 求 さ れ る 資 格  

  ①  基 本 的 要 件  

   ( ｱ )  予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 70 条 及 び 第 71 条 の 規

定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

   ( ｲ )  令 和 07・ 08・ 09 年 度 国 土 交 通 省 競 争 参 加 資 格

（ 全 省 庁 統 一 資 格 ） 「 役 務 の 提 供 等 」 の Ａ 、 Ｂ 、

Ｃ 又 は Ｄ 等 級 に 格 付 け さ れ た 関 東 ・ 甲 信 越 地 域

の 競 争 参 加 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。  

（令和 07・08・09 年度一般競争（指名競争）参加資格（全  

省庁統一資格）のうち「役務の提供等に申請を行い受理され、

令和７年４月１日に認定がなされる者であること。） 

な お 、 「 競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示 （ 令

和 ６ 年 ３ 月 29 日 付 官 報 ） に 記 載 さ れ て い る 時 期
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及 び 場 所 で 競 争 参 加 資 格 の 申 請 を 受 け 付 け る 。  

   ( ｳ )  会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が

な さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ き 再 生 手

続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 （ 競 争 参 加 者

の 資 格 に 関 す る 公 示 に 基 づ き (ｲ)の 競 争 参 加 資

格 を 継 続 す る 為 に 必 要 な 手 続 き を 行 っ た 者 を 除

く ｡)で な い こ と 。  

   ( ｴ )  証 明 書 等 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 時 ま で の

期 間 に 、 関 東 地 方 整 備 局 長 か ら 指 名 停 止 を 受 け

て い な い こ と 。  

   ( ｵ )  警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営 を 支

配 す る 者 又 は こ れ に 準 ず る も の と し て 、 国 土 交

通 省 公 共 事 業 等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状

態 が 継 続 し て い る 者 で な い こ と 。  

   ( ｶ )  本 業 務 に 事 業 協 同 組 合 と し て 証 明 書 等 を 提 出

し た 場 合 、 そ の 構 成 員 は 、 単 体 と し て 証 明 書 等

を 提 出 す る こ と は で き な い 。  

   ( ｷ )  分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官 か ら 入 札 説 明 書 の 交

付 を 受 け た 者 で あ る こ と 、 又 は 電 子 調 達 シ ス テ

ム か ら 入 札 説 明 書 を 直 接 ダ ウ ン ロ ー ド し た 者 で
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あ る こ と 。  

   ( ｸ )  平 成 22 年 度 以 降 に 元 請 け と し て 完 了 （ 令 和

７ 年 ３ 月 31 日 ま で の 完 了 見 込 み を 含 む ） し た

下 記 の 要 件 を 満 た す 同 種 業 務 の 履 行 実 績 を 有 す

る こ と 。  

・ 船 舶 （ 船 の 登 録 長 ３ ｍ 以 上 で 推 進 機 関 の 出  

力 が 1.5ｋ ｗ 以 上 に 限 る 。 ） の 修 繕 、 点 検 整 備  

又 は 建 造 。  

点 検 整 備 と は 、 設 備 を 構 成 す る 装 置 に お い て 、

機 器 の 健 全 度 の 把 握 、 シ ス テ ム 全 体 の 機 能 確 認 、

劣 化 ・ 損 傷 等 の 発 見 、 管 理 運 転 時 の 計 測 、 作 動

テ ス ト を 行 う 点 検 と す る 。  

(ｹ)  配 置 予 定 管 理 責 任 者 に 関 す る 要 件  

次 に 掲 げ る 基 準 を 満 た す 管 理 責 任 者 を 当 該

業 務 に 配 置 で き る こ と 。  

な お 、 複 数 の 管 理 責 任 者 を 申 請 す る 場 合 は 、

申 請 す る 全 て の 者 が 以 下 の 案 件 を 満 た し て い

る こ と 。  

・ 船 舶 保 守 業 務 に １ 年 以 上 従 事 し て い る こ と 。  

(ｺ)  履 行 体 制 に 関 す る 要 件  
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関 東 地 方 整 備 局 管 内 に 自 社 又 は 協 力 会 社 の

船 舶 整 備 工 場 を 有 す る こ と 。  

  ②  入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 間 に 、 資 本 関 係

又 は 人 的 関 係 が な い こ と 。 （ 入 札 説 明 書 参 照 ）  

 

３   証 明 書 等 及 び 入 札 書 の 提 出 場 所 等  

 (1 )  電 子 調 達 シ ス テ ム の Ｕ Ｒ Ｌ 、 契 約 条 項 を 示  

  す 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

政 府 電 子 調 達 シ ス テ ム （ Ｇ Ｅ Ｐ Ｓ ）   

ht t p s : / / w w w . p - p o r t a l . g o . j p / p p s - w e b - b i z /  

〒 32 1 - 0 9 0 5  

栃 木 県 宇 都 宮 市 平 出 工 業 団 地 14－ ３  

鬼 怒 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所 総 務 課 専 門 官  

電 話 028 - 6 6 1 - 1 3 4 1  内 線 220  

F A X  0 2 8 - 6 6 0 - 2 3 4 4  

 ( 2 )  入 札 説 明 書 の 交 付 期 間 、 交 付 場 所 及 び 交 付 方 法  

  ① 交 付 期 間  令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 10

日 ま で と す る 。  

② 交 付 場 所 及 び 交 付 方 法   

電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 交 付 す る 。 ダ ウ ン ロ ー  
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ド 方 法 に つ い て は 、 次 に 記 載 す る 関 東 地 方 整 備 局  

ウ ェ ブ サ イ ト を 参 照 の こ と 。  

htt p s : / / w w w . k t r . m l i t . g o . j p / n y u u s a t u / i n d e x 0 0

0 0 0 0 5 0 . h t m l  

   や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 上 記 交 付 方 法 に よ る

入 手 が で き な い 入 札 参 加 希 望 者 は 、 上 記 (1) に 問 い

合 わ せ る こ と 。 受 付 期 間 は 令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日 か ら

令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日 ま で の 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 休 日

等 （ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 63 年 法 律

第 91 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休 日

（ 以 下 「 休 日 」 と い う ｡))を 除 く 毎 日 、 ８ 時 30 分

か ら 17 時 15 分 ま で (最 終 日 は 16 時 ま で )と す る 。  

 (3 )  証 明 書 等 の 提 出 期 限 、 提 出 場 所 及 び 提 出 方 法  

  ①  提 出 期 限   

    令 和 ７ 年 ２ 月 19 日  13 時 00 分 ま で  

  ②  提 出 場 所    

    ( ｱ )  電 子 入 札 の 場 合 ・ ・ 電 子 調 達 シ ス テ ム   

(ｲ )  紙 入 札 方 式 の 場 合 ・ ・ ３ (1)に 同 じ  

③  提 出 方 法    

     ( ｱ )  電 子 入 札 の 場 合 ・ ・ 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ  
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り 提 出 す る こ と 。  

(ｲ)  紙 入 札 方 式 の 場 合 ・ ・ 持 参 又 は 書 留 郵 便 等  

（ 書 留 郵 便 及 び 「 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に  

関 す る 法 律 」 （ 平 成 14 年 法 律 第 99 号 ） 第 ２ 条 第  

６ 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は 同 条 第  

９ 項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 の 提 供 す る 同 条  

第 ２ 項 に 規 定 す る 信 書 便 の う ち 、 引 き 受 け 及 び 配  

達 記 録 を し た 信 書 便 を い う 。 ） に て 提 出 す る こ と 。  

 た だ し 、 押 印 を 省 略 し た 証 明 書 等 に つ い て は 、  

電 子 メ ー ル に よ る 提 出 を 認 め る 。  

 な お 、 押 印 を 省 略 す る 場 合 は 、 「 責 任 者 及 び 担  

当 者 」 の 氏 名 及 び 連 絡 先 を 証 明 書 等 に 必 ず 記 載 し 、  

送 信 後 、 提 出 期 限 内 に 電 話 で 着 信 確 認 を 実 施 す る  

こ と 。  

 (4 )  入 札 書 の 提 出 期 限 、 提 出 場 所 及 び 提 出 方 法  

  ①  提 出 期 限   

   令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日  16 時 00 分 ま で  

  ②  提 出 場 所  

(ｱ)  電 子 入 札 の 場 合 ・ ・ 電 子 調 達 シ ス テ ム  

(ｲ)  紙 入 札 方 式 の 場 合 ・ ・ ３ (1)に 同 じ  
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③  提 出 方 法  

 (ｱ )  電 子 入 札 の 場 合 ・ ・ ３ (3)③ (ｱ)に 同 じ  

(ｲ)  紙 入 札 方 式 の 場 合 ・ ３ (3)③ (ｲ)に 同 じ  

  ※ 押 印 を 省 略 し た 入 札 書 で あ っ て も 電 子 メ ー ル に  

よ る 提 出 は 認 め な い 。  

 (5 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  

令 和 ７ 年 ３ 月 10 日  9 時 30 分  

鬼 怒 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所  入 札 室  

 (6 )契 約 締 結 日 及 び 履 行 期 間 開 始 日 は 令 和 ７ 年 ４ 月 １  

日 と す る 。 た だ し 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 ま で に 令 和 ７  

年 度 予 算 （ 暫 定 予 算 を 含 む 。 ） が 成 立 し な か っ た 場  

合 は 、 契 約 締 結 日 は 令 和 ７ 年 ４ 月 ２ 日 以 降 、 予 算 が

成 立 し た 日 と す る 。 暫 定 予 算 に な っ た 場 合 、 予 算 措

置 が 全 額 計 上 さ れ て い る と き は 全 額 の 契 約 と す る が 、

予 算 措 置 が 全 額 計 上 さ れ て い な い と き は 全 体 の 契 約

期 間 に 対 す る 暫 定 予 算 の 期 間 分 の み の 契 約 と す る 。  

 

４  そ の 他  

 (1 )  契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  
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 ( 2 )  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

 (3 )  入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  

  ①  電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 参 加 を 希 望 す る 者 は 、  

証 明 書 等 を ３ (3)① の 提 出 期 限 ま で に 、 ３ (1)に 示  

す Ｕ Ｒ Ｌ に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

  ②  紙 入 札 方 式 に よ り 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 必 要 な

証 明 書 等 を ３ (3)① の 提 出 期 限 ま で に 、 ３ (1)に 示

す 場 所 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

③  開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 分 任 支 出 負 担 行  

為 担 当 官 か ら 証 明 書 等 の 内 容 に 関 す る 照 会 が あ っ  

た 場 合 に は 、 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

 (4 )  入 札 の 無 効   本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 を 有 し

な い 者 の し た 入 札 、 証 明 書 等 に 虚 偽 の 記 載 を し た

者 の し た 入 札 、 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 、

記 名 を 欠 く 入 札 （ 押 印 を 省 略 す る 場 合 、 「 本 件 責

任 者 及 び 担 当 者 」 の 氏 名 ・ 連 絡 先 の 記 載 が な い 入

札 ） は 無 効 と す る ｡(入 札 説 明 書 、 関 東 地 方 整 備 局

競 争 契 約 入 札 心 得 、 一 般 競 争 入 札 （ 電 子 調 達 シ ス

テ ム ） に 際 し て の 注 意 事 項 参 照 ）  

 (5 )  契 約 書 の 作 成 の 要 否  要 。  
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   本 業 務 は 、 契 約 手 続 に か か る 書 類 の 授 受 を 電 子  

調 達 シ ス テ ム で 行 う 対 象 案 件 で あ る 。 な お 、 電 子  

調 達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は 、 発 注 者 の 承 諾  

を 得 て 紙 契 約 方 式 に 代 え る も の と す る 。  

 (6 )  落 札 者 の 決 定 方 法   予 算 決 算 及 び 会 計 令 第  

79 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の  

制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札  

を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者  

と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者  

に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ  

れ な い お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は  

そ の 者 と 契 約 を 締 結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の  

秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く  

不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格  

の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の  

者 の う ち 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落  

札 者 と す る こ と が あ る 。  

 (7 )  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  


